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みどり市限定の電子地域通貨みどり市限定の電子地域通貨
みどモス Pay を導入しますみどモス Pay を導入します

▶11月１日㈮から利用開始予定です。
いつから使える？

▶みどり市内の加盟店で利用できます。
どこで使える？

スマートフォンの専用アプリ「c
チ ー カ

hiica」を利用した、
市内の加盟店で利用できる電子地域通貨です。

みどモスPayの詳細については、広報みどり９月号のほか
市ホームページなどでお知らせします。

問い合わせ先問い合わせ先
　　・事業全体に関すること…企画課デジタル推進室☎ (76)0962・事業全体に関すること…企画課デジタル推進室☎ (76)0962
　・店舗向け説明会に関すること…みどモス Pay コールセンター☎ 027(386)3318　・店舗向け説明会に関すること…みどモス Pay コールセンター☎ 027(386)3318

☝市 HP

■ みどモス Pay の概要

　市内経済の循環による事業者支援と地域活性化、キャッシュレス決済の普及促進を目的に、
みどり市限定の電子地域通貨「みどモス Pay（ペイ）」を導入します。
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　市内店舗を対象に、みどモスPayを
利用できる加盟店を募集します。
　事業概要や加盟の手続きなどに関す
る説明会を行いますので、ぜひご参加
ください。参加を希望する場合は、事
前にみどモスPayコールセンター（平
日の午前10時～午後５時）へ連絡をへ連絡を
お願いします。お願いします。
※ ８月20日㈫午前10時から電話受け

付けを開始します。

店舗向け説明会の実施

期日 開始時間 定員 会場

８月27日㈫ 10:00 100人 大間々庁舎３階 大会議室14:30 100人

９月３日㈫ 10:00 70人 笠懸庁舎２階 第２会議室14:30 70人
９月５日㈭ 14:30 30人 東公民館２階 講義室

▶みどり市民が利用できます。
誰が使える？

電子地域通貨のイメージ図

マネー・ポイントの流れ
お金の流れ
その他（商品・行動）

名称：みどモス Pay
発行主体：みどり市
取得方法：①指定場所での現金チャージ
　　　　　②アプリからクレジットカードチャージ

みどモス

※ 各回の所要時間は、説明１時間・質疑応答30分程度です。

https://www.city.midori.gunma.jp/shisei/1005993/1005996.html

